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裁   判 

民事・家事調停 

（司法型 ADR） 

民間・行政型 ADR  

ADR の拡充・活性化のための連携（全体イメージ） 

 

ＡＤＲ機関

 

X 

 

 

ＡＤＲ機関

 

Y 

＜アクセス情報 

提供面の連携＞

＜担い手確保面の連携＞ 

＜ 手 続 面 の 連 携 ＞  

（付調停、調停結果引継ぎ等）

＜アクセス情報提供面の連携＞ 

＜担い手確保面の連携＞ 

＜ 手 続 面 の 連 携 ＞  

裁 判 所  
関係省庁・地方公共団体 

連 

携 

連携 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

情報提供面の連携 

 

担い手確保面の連携 

 
ＡＤＲの担い手の確保・育成等のた

め、裁判所とＡＤＲが更に連携を図る

余地 

ＡＤＲ（調整型）と裁判（所）との連携 

 
ＡＤＲへのアクセスを向上させるため

に、裁判所とＡＤＲが更に連携を図る

余地 

連携促進策として、 
○ 裁判所窓口におけるＡＤＲ情報の

提供 
○ 裁判所からＡＤＲへの判例情報の

提供 
等を進められないか 

連携促進策として、 
○ 裁判所の調停委員・元職員とＡＤＲ

主宰者との人材交流 
○ 研修実施上の協力 

等を進められないか 

Ａ 

Ｄ 

Ｒ 

（ 

調 

整 

型 

） 

と 

裁 

判 

所 

と 

の 

連 

携 

 
 

手続面の連携 

ＡＤＲ・裁判所（訴訟）間の情報

引継ぎや手続連携に関する一

般的ルールはない 

 
連携促進策として、 
○ 訴訟におけるＡＤＲの活用 
○ ＡＤＲにおける裁判所の活用 
○ ＡＤＲと裁判の役割分担 

に関して制度的整備を図れないか 

「ＡＤＲの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」でも検討中 ⇒ 本年度中にアクション・プラン（仮称）策定予定 
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裁判との手続面の連携の現状 ～司法型ＡＤＲ（民事調停の例）～ 

民事調停前置制度 
(民調法§24 の 2) 

地代借賃増減請求事件については、訴訟提起に先立って、民事調停手続を経る必要（調停を

経ないで訴訟提起された場合、原則として、裁判所は事件を調停に付さなければならない） 

訴訟手続の中止 
（民調規§5） 

調停申立て事件について訴訟が係属するとき（職権付調停の場合を含む）は、裁判所は調停

手続が終了するまで訴訟手続の中止が可能（裁判所の自由裁量。ただし、訴訟事件について

争点整理・証拠整理の完了後は、当事者の合意が必要） 

 
職権付調停制度 

（民調法§20） 

裁判所は、職権で事件を調停に付することが可能（争点整理・証拠整理の完了後は、当事者の

合意が必要） 
（注）実務においては、争点整理等について専門的知見を要する事件（医事関係、建築瑕疵紛

争など）につき、専門家である調停委員の意見を訴訟で利用できることに着目した付調停の

活用もある。 

裁判所への事実調

査等の嘱託 
（民調規§12②） 

 
調停委員会は、裁判所に事実調査、証拠調べの嘱託が可能 

調停の過程で得ら

れた情報の引継ぎ 
（実務） 

実務においては、特に付調停事案につき、調停手続における争点整理の結果や調停委員会の

見解を訴訟手続で活用するため、 
・ 調停不成立とした場合の調書に争点整理の結果を記載する 
・ 調停の経過や争点整理の結果等を記載した準備書面※を作成し、訴訟資料とする 
・ 調停に代わる決定を行う 
等の工夫を試みている例あり 
※ 当事者が口頭弁論で陳述しようとする事項を裁判所及び相手方に予告するために記載して裁判所に提

出する書面 

訴
訟
に
お
け
る 

民
事
調
停
の
活
用 

民
事
調
停
に
お
け
る 

裁
判
所
の
活
用 

訴
訟
と
民
事
調
停 

 
 

 
 

と
の
役
割
分
担 
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（注）家事調停についても、裁判所への事実調査等の嘱託、調停前置、訴訟手続の中止等につき、同様又は類似の制度がある。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裁 判（所）との手続面の連携の現状 ～行政型ＡＤＲ（裁断型を含む）の例～ 

公取委の審決の取消を求める訴訟においては、裁判所は公取委に事件記録（事件関

係人等の審訊調書、速記録等）を求める必要  
※ 審決取消訴訟では、公取委の認定した事実には実質的証拠法則の適用（事実を

立証する実質的な証拠があるときは、その事実が裁判所を拘束）あり 

裁判所への証拠

調べ等の嘱託 
審判手続において、裁判所に証拠調べ、証拠保全の嘱託が可能 

公正取引委員会の審判手

続に関する例 
（独禁法§78）

特許庁に対する鑑定の嘱

託の例 （特許法§71 の 2） 
※ 裁判所からの鑑定嘱託

に対応するもの 
（民訴法§218）

特許発明の技術的範囲につき、裁判所が特許庁に鑑定の嘱託をした場合には、特許

庁は３名の審判官による鑑定を実施（裁判では、鑑定的性質を有する証拠資料という

位置付け） 
※ 裁判所は、必要があると認めるときは、官公署や相当の設備を有する法人に鑑

定を嘱託することができるとされている 

特許庁の審判手続に関す

る例 （特許法§150⑥） 

訴
訟
に
お
け
る 

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
活
用

ADR の過程で

得られた情報の

引継ぎ 
（実務）

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る 

裁
判
所
の
活
用

裁
判
と
Ａ
Ｄ
Ｒ 

 
 

 

と
の
役
割
分
担 

訴訟手続の中止 

ＡＤＲに対する証

拠調べ等の嘱託 
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公害紛争処理に関する原

因裁定の例 
（公害§42 の 32）

公害に係る被害に関する民事訴訟において、裁判所は、必要があると認めるときは、

公害等調整委員会に対し、その意見をきいた上、原因裁定の嘱託が可能 
※ 嘱託に基づく裁定がされたときは、裁判所に裁定書の正本を送付する 
※ 裁定は裁判所を拘束するものではない 

公害紛争処理に関する裁

定の例 
（公害§42 の 26 ほか）

公害に係る被害に関する紛争について、責任裁定・原因裁定の申請があった事件に

つき訴訟が係属するときは、裁判所は裁定があるまで訴訟手続の中止が可能 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裁 判（所）との手続面の連携の現状 ～民間型ＡＤＲ（裁断型を含む）の例～ 

調停前置事件について、弁護士会の仲裁センターで実質的話合いがされていれば、

改めて民事調停を経なくとも訴訟提起できるという法解釈が可能という考え方が認め

られている例もあり 

裁判所への証拠

調べ等の嘱託 

当事者間に合意がある場合を除き、当事者や調停人等は、 
① 調停手続において一方当事者が行った陳述・自白、 
② 当事者が調停案を受諾する意思を示した事実、 
③ 専ら調停手続のために準備された書面等、 等 
について、訴訟への証拠としての提出、証言、供述したりすることを禁止 
※ 当事者間に合意がある場合を除き、原則として、調停人等には守秘義務 

国際商事調停手続に関す

る例 
（UNCITRAL 調停モデル

法§10） 

調停前置制度に

おける ADR の

活用 

弁護士会仲裁センターにお

ける手続の例 （実務） 

訴
訟
に
お
け
る 

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
活
用

ADR の過程で

得られた情報の

引継ぎ 
（実務）

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る 

裁
判
所
の
活
用

仲裁手続に関する例 
（公催仲裁法§796）

仲裁手続のために、裁判所に証拠調べ等の協力を求めることが可能 

裁
判
と
Ａ
Ｄ
Ｒ 

 
 

 

と
の
役
割
分
担 

仲裁合意のある争いにつき一方当事者が裁判所に訴えを提起しても、仲裁合意の存

在に理由があるときは、裁判所は訴えを却下する必要 
妨訴抗弁性 仲裁手続に関する例 

 

ＡＤＲに対する証

拠調べ等の嘱託 
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裁判所からの鑑定嘱託等 
（民訴法§218）

裁判所は、必要があると認めるときは、官公署のほか相当の設備を有する法人に鑑

定を嘱託することができることとされている 

（注）UNCITRAL 調停モデル法の適用対象は民間型 ADR に限定されるものではない。また、仲裁手続に関するものは行政型 ADR において仲裁が行われる場合

にも適用される。 
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裁判手続との連携のニーズ  
 

◎ ＡＤＲ機関の意見 ～「民間ＡＤＲに対するアンケート調査」より 

 

＜制度基盤の整備を行う場合に裁判手続との連携が最も必要と考える者の割合（複数回答）＞  

  （ ）内の数字は、何らかの法制上の手当てが必要と回答した機関のみを対象とした計数 

 

○ ＡＤＲ手続における裁判手続の利用に関する制度整備※１ 

※ 意見書において「ＡＤＲの全部又は一部について裁判手続を利用」するための手続整備を具体的に検討すべきと提言された部分に相当。 

 

・ 回収機関６３機関全体の中では２５％（４８機関の中では３３％）が、ＡＤＲの拡充・活性化のためにはＡＤＲ手続における裁判手続の

利用が最も必要であると回答。 

 

（参考）  

・ ＡＤＲが扱う紛争分野により意見に差があるかという観点から回答機関を区分して見ると、「紛争全般を取り扱う機関」１２機関の中

では５０％（１２機関・５０％）、「特定分野の紛争を取り扱う機関」５１機関の中では２０％（３６機関・２８％）が、ＡＤＲ手続における裁

判手続の利用が最も必要であると回答。 

 

・ ＡＤＲが提供する紛争解決方法により意見に差があるかという観点から回答機関を区分して見ると、「相談・苦情処理のみを実施

する機関」１２機関の中では１７％（７機関・２９％）、「あっせんを行っている機関」１６機関の中では１３％（１４機関・１４％）、「仲裁

又は調停まで実施する機関」３３機関の中では３３％（２６機関・４２％）が、ＡＤＲ手続における裁判手続の利用が最も必要であると

回答。 
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○ 裁判手続からＡＤＲ手続への移行※ 

※ 意見書において「逆の移行（＝裁判手続からＡＤＲへの移行）を円滑にする」ための手続整備を具体的に検討すべきと提言された部分に相当。 

 

・ 回収機関６３機関全体の中では２４％（４８機関の中では３１％）が、ＡＤＲの拡充・活性化のためには裁判手続からＡＤＲ手続への移

行が最も必要であると回答。 

 

（参考）  

・ ＡＤＲが扱う紛争分野により意見に差があるかという観点から回答機関を区分して見ると、「紛争全般を取り扱う機関」１２機関の中

では５０％（１２機関・５０％）、「特定分野の紛争を取り扱う機関」５１機関の中では１８％（３６機関・２５％）が、裁判手続からＡＤＲ

手続への移行が最も必要であると回答。 

 

・ ＡＤＲが提供する紛争解決方法により意見に差があるかという観点から回答機関を区分して見ると、「相談・苦情処理のみを実施

する機関」１２機関の中では１７％（７機関・２９％）、「あっせんを行っている機関」１６機関の中では１３％（１４機関・１４％）、「仲裁

又は調停まで実施する機関」３３機関の中では３０％（２６機関・３８％）が、裁判手続からＡＤＲ手続への移行が最も必要であると回

答。 
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＜裁判手続との連携に関する意見＞ 

「民間ＡＤＲに対するアンケート調査」においては、 

①ＡＤＲ手続における裁判手続の利用に関し、裁判所の協力を得て証拠調べを行うことや、ＡＤＲの結果を裁判に引き継ぐことなどについ

て、 

②裁判からＡＤＲへの移行を円滑にするための手続を整備することに関し、当事者間の話合いによる解決が望ましい事件などを裁判所か

らＡＤＲへ回付すること、調停前置とされている場合に民間 ADR に民事調停との代替性を持たせることや、裁判所における争点整理や

証拠整理をＡＤＲに嘱託することなどについて、 

ＡＤＲ機関の意見（問題点、具体的なニーズなど）を聞いた。 

以下は、アンケートで寄せられた主な意見を、「訴訟におけるＡＤＲの活用」、「ＡＤＲにおける裁判所の活用」及び「ＡＤＲと裁判・民事調

停との役割分担」の各項目に分類、整理したものである。 

 

○ 訴訟におけるＡＤＲの活用 

（必要とする意見）  

・ ＡＤＲにおける主張整理や証拠調べの結果を裁判所手続に引き継ぐことは、ＡＤＲにおけるこれまでの審理手続を活かすことができ、

裁判の迅速化につながる。 

・ 一定の要件を満たすＡＤＲ機関については、事実認定に拘束力を持たせることがあってもよいと思われる。 

 

（不要とする意見・慎重に検討すべきとする意見）  

・ ＡＤＲ手続では主張整理や証拠の提出が十分でないことがあり得るため、訴訟でも拘束力を持つとするならば、当事者の権利保障に

かけるおそれがあるのではないか。 

・ 裁判手続の一部としての機能を担うことになると、さまざまな制約が予想され、「迅速かつ柔軟な解決」が阻害されるおそれがあるの

ではないか。 
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○ ＡＤＲにおける裁判所の活用 

（必要とする意見）  

・ ＡＤＲ手続において証拠調べや鑑定の必要がある場合には、裁判所の手続を利用することを検討すべきである。 

 

（不要とする意見・慎重に検討すべきとする意見）  

・ ＡＤＲが基本的に裁判外での手続であることを想定・希望して、あえて裁判を選択せずに、ＡＤＲ手続が開始されたとすれば、裁判所

の関与をどこまで認めるべきかという点について検討する必要がある。 

 

 

○ ＡＤＲと裁判・民事調停との役割分担 

（必要とする意見）  

・ 裁判所から嘱託を受けて争点整理、証拠整理等に活用されるよう希望する。 

・ 手続の簡略化、事件の早期解決のためにも、ＡＤＲに調停前置の代替性を持たせることは必要である。 

 

（不要とする意見・慎重に検討すべきとする意見）  

・ ＡＤＲを裁判手続の一手段とし、案件によって振り分けるという考え方であるとすれば、国民の裁判を受ける権利の制限になりかねな

い。 

・ ＡＤＲが裁判所の単なる「下請け」機関とならないように、各ＡＤＲの特性を活かしたものでなくてはならない。 

・ 両当事者の同意を条件とすれば、裁判所からＡＤＲへ事件を回付してもよいと思われるが、裁判所が職権で回付することは避けるべ

きである。 

・ ＡＤＲが役割を担うためには、ＡＤＲ機関の職員に対して、十分な研修による知識の習得と個々の能力アップが必要である。 

・ 裁判所との連携に関して、訴訟費用（印紙代）の負担、ＡＤＲ手数料の負担を相互に工夫できる規定を検討すべきである。 
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（参考） 

○ 事務局において、別途、行政型ＡＤＲに対してヒアリング調査を行ったところ、 

・ ＡＤＲにおける結果を裁判に引き継ぐことについては、効率的な運営が期待できる一方で、ＡＤＲでは厳密な事実認定を行っていな

いなどの問題点があるとする意見 

・ 裁判所からＡＤＲに事件を回付するなどの仕組みは考慮に値するものの、受け皿としてのＡＤＲの体制を十分に確保することが前

提であるとする意見 

などがあった。 

 

 

◎ ユーザーの意見（検討会におけるヒアリングより） 
 

・ 裁判手続との連携を制度化するためには、主にＡＤＲ側に一層の体制整備が求められるものと思われるが、簡易・迅速・廉価な紛

争処理手続を有する民間型ＡＤＲの長所を保つことにも考慮する必要がある。 

 

 



 
 
 
 
 

訴
訟
に
お
け
る 

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
活
用

[ 論点１‐１] ＡＤＲ過程で得られた情

報・合意結果の裁判手続への積極

的な引継ぎを制度化ができないか 

[ 論点２] ＡＤＲでの解決促進のため、

事実調査・証拠調べについての裁判

所の協力を求められないか 

[ 論点４] ＡＤＲ継続中の訴訟手続停止

を制度化する必要はないか 

[ 論点５] 事案によっては、訴訟係属事

件の処理をＡＤＲに委ねることができ

ないか(付ＡＤＲ) 

[ 論点６] 事案によっては、訴訟係属事

件の争点整理等をＡＤＲに委ねるこ

とができないか 

[ 論点３] 調停前置事件において、ＡＤ

Ｒを経ていれば民事調停を不要とで

きないか 

[論点１‐２] 情報によっては、情報引継

ぎの制限が必要ではないか（主宰者

等の守秘義務も検討が必要） 

ＡＤＲは調査権限等を持たないので、

自ら行う事実調査や証拠調べには限

界 

話合い解決が望ましい事件、専門家

の有する専門的知見の活用が必要

とされる事件が裁判に持ち込まれた

場合、民事調停以外のＡＤＲの活用

に関する一般的ルールはない 

ＡＤＲが不調で訴訟に移行した場合、

ＡＤＲの過程で得られた情報の引継

ぎに関する一般的ルールはない 

調停前置事件では、ＡＤＲ（民間）が

不調でも、原則としては、更に民事調

停を経る必要 

ＡＤＲ継続中に訴訟提起された場合

における、両手続進行を調整する一

般的ルールはない 

連携促進策として、 
○ 裁判所の調停委員・元職員とＡＤＲ

主宰者との人材交流 
○ 研修実施上の協力 

等を進められないか 

＜  現  状  ＞ ＜ 論  点 ＞ 

ＡＤＲ（調整型）と裁判（所）との手続面の制度的連携 ～考えられるオプション～ 

○ 様々な情報（主張、書証、調停案等）

につき、どのような形で情報の引継

ぎ・利用を規律すべきか 
○ ＡＤＲに事件処理の全部又は一部を

委ねた場合（論点５，６の場合）につ

いてはどう考えるか 
 ⇒ 別紙 

＜ 留 意 点 ＞  

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る 

裁
判
所
の
活
用

○ 調整型ＡＤＲに積極的な事実調査等

がなじむか 
○ 論点５、６の場合についてはどうか 

Ａ
Ｄ
Ｒ
と
裁
判
・
民
事
調
停 

と
の
役
割
分
担

○ 調停前置制度の趣旨を踏まえ、ＡＤ

Ｒにおける調停・あっせんの実効性

をいかに確保するか 

○ 当事者が任意に手続から離脱できる

場合に、制度化の実益があるか 
○ 裁判を受ける権利との関係をどう考えるか 

○ 裁判を受ける権利との関係をどう考

えるか 
○ ＡＤＲに訴訟手続の一部のみを担わ

せることがＡＤＲのあり方になじむか 
○ コストの追加負担をどう考えるか 
○ ＡＤＲにおける調停・あっせんの実効

性をいかに確保するか 
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（別紙）ADR の過程で得られた情報の引継ぎ 

＜ルール化のイメージ＞  
一定の ADR については、訴えが提起された場

合、ADR が裁判所へ事件記録を送付するなど

ADR での交渉の成果を引き継ぐこととする 

※ ＡＤＲが認定した事実への実質的証拠法則

の適用も併せて検討 

＜ルール化のイメージ＞  
一定の情報については、あらかじめ当事者間で

合意のある場合のみ、訴訟での利用を可能とす

る（原則禁止） 

※ 主宰者等の守秘義務・証言拒絶権規定や、

情報の証拠能力の否定・訴訟における主張

禁止による担保も併せて検討 

＜ 基 本 的 考 え 方 ＞ 
ADR における交渉の成果を活用するためには、

ADR の過程の情報が訴訟の場に、記録等とし

て積極的に引き継がれる制度的仕組みを整える

ことが有効ではないか 

＜ 基 本 的 考 え 方 ＞  
ADR において和解をより形成しやすくするため

には、当事者に ADR の過程の情報がその意思

に反して訴訟に出されないという保障を与えるこ

とが有効ではないか 

＜ 基 本 的 考 え 方 ＞ 
 

当事者からの申出による事件記録の証拠提出

は現状でも可能であり、それで十分ではないか 

＜ 基 本 的 考 え 方 ＞ 
あらかじめ当事者間で証拠制限契約を結んでい

ない限り、訴訟での利用を可能とすることで十分

ではないか（原則自由） 

論点１－１ 積極的な情報の引継ぎの制度化 

 

情
報
引
継
ぎ
ル
ー
ル
の
整
備
が
必
要 

論点１－２ 情報引継ぎの制限の明確化 

情
報
引
継
ぎ
ル
ー
ル 

の
整
備
は
不
要

積
極
的
な
引
継
ぎ
の
対
象
と
す
べ
き
か
、
引
継
ぎ
制
限
の
対
象
と
す
べ
き
か
は
、
情
報
の
種
類
に
も
よ
る 
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